
住宅用火災警報器を設置しましょう

（ＴＥＬ）0198-24-1193

総合建設業

株 式 会 社 伊 藤 組＠

あなたの家に

３ 年 に 一 度 の
報 告 が 必 要 で す

火災の発生を早く知るために、
住宅用火災警報器を設置しましょう！
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住宅用火災報知器の設置に
より、３.４倍程度の効果が見
られます。

住宅用火災報知器等の設置の有無で見た
住宅火災100件当たりの死者数

ご存知ですか？ 一般住宅にも火災警報器の設置が
義 務 付 け と な り ま し た 。

総務省消防庁は、住宅火災による死者数を減少させるため、消防法を改
正し、戸建住宅等に住宅用火災警報器等の設置を義務付けることとしまし
た。

花巻市の場合 新築の一般住宅：すでに義務付けになっています
既存の一般住宅：すでに義務付けになっています

住宅用火災警報器等の効果

※平成18年6月1日施行 ※定期的に作動点検やお手入れを行いましょう。

https://www.itougumi.co.jp/ 2021年10月
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